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令和２年９月大竹市議会定例会（第５回）議案の概要   
 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 

１   
認第 13 号  

令和元年度大竹市工業用水道事業会計

決算の認定について  
   （上下水道局）  

○年間有収水量     １０，６４５，１９８㎥ 
○収益的収支 
・収 入 総 額           ５１６，２８３，０１９円 
・支 出 総 額           ４２７，１００，９９４円 
・差引利益額            ８９，１８２，０２５円 
○資本的収支 
・収 入 総 額           １９６，６００，０００円 
・支 出 総 額           ５０３，４０７，６９９円 
・差引不足額           ３０６，８０７，６９９円 
△不足額の補てん財源内訳 
・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 
                  ３，５１０，２７２円 

 ・過年度分損益勘定留保資金   ２００，１０５，１０３円 
・当年度分損益勘定留保資金   １０３，１９２，３２４円  

 
上下水道

局 長  

 

２   
諮問第１号  

人権擁護委員候補者の推薦について 

（市民生活部自治振興課）  

人権擁護委員 古原
こは ら

 陽子
よう こ

 氏が，令和２年１２月３１日をもって任期満

了となるので，引き続き同氏を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦

することについて，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，市議会の

意見を求めるもの。 
 

 
市 長  

 

３   
諮問第２号  

人権擁護委員候補者の推薦について 

（市民生活部自治振興課）  

人権擁護委員 弘兼
ひろかね

 秀子
ひで こ

 氏が，令和２年１２月３１日をもって任期満

了となるので，引き続き同氏を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦

することについて，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，市議会の

意見を求めるもの。 
 

 
市 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 

４   

諮問第３号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

（市民生活部自治振興課） 

 

人権擁護委員 正木
まさ き

 靜夫
しず お

 氏が，令和２年１２月３１日をもって任期満

了となるので，引き続き同氏を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦

することについて，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，市議会の

意見を求めるもの。 
 

 
市 長  

 

５   
諮問第４号  

人権擁護委員候補者の推薦について 

（市民生活部自治振興課）  

人権擁護委員 
かた

岡
おか

 惠
え

美子
み こ

氏が，令和２年１２月３１日をもって任期

満了となるので，引き続き同氏を人権擁護委員候補者として法務大臣に推

薦することについて，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，市議会

の意見を求めるもの。 
 

 
市 長  

 

６   
諮問第５号  

人権擁護委員候補者の推薦について 

（市民生活部自治振興課）  

人権擁護委員 山本
やまもと

 竹生
たけ お

 氏が，令和２年１２月３１日をもって任期満

了となるので，引き続き同氏を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦

することについて，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，市議会の

意見を求めるもの。 
 

 
市 長  

 

７   

議案第 60号 

 

公平委員会委員の選任の同意について 

（総務部総務課） 

 

 

公平委員会委員 北林きたばやし 満みつる 氏が，令和２年１２月２２日をもって任期
満了となるので，引き続き同氏を選任することについて，地方公務員法第

９条の２第２項の規定により，市議会の同意を求めるもの。 

 

市 長 

 

８   

議案第 61号  

固定資産評価審査委員会委員の選任の

同意について 

（総務部総務課） 

 

 

固定資産評価審査委員会委員 山本やまもと

 和彦
かずひこ 氏が，令和２年９月１４日を

もって任期満了となるので，後任として 曽田そ だ

 収
おさむ 氏を固定資産評価審

査委員会委員に選任することについて，地方税法第４２３条第３項の規定

により，市議会の同意を求めるもの。 
 

 

市 長 

 

９   

議案第 62号  

教育委員会委員の任命の同意について 

（総務部総務課） 

 

教育委員会委員 中田
なか た

 美穂
み ほ

 氏が，令和２年９月２９日をもって任期満

了となるので，引き続き同氏を任命することについて，地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により，市議会の同意を求め

るもの。 
 

 

市 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
10   

議案第 63号 

 

大竹市印鑑条例の一部改正について 

（市民生活部市民税務課） 
 

 

１ 改正の理由 

印鑑登録を受けている者の代理人が印鑑登録証明書の交付を申請す

る場合における代理人の交付申請書への押印を不要にするため，本条例

の一部を改正するもの。 
２ 改正の主な内容 

印鑑登録を受けている者の代理人が印鑑登録証明書の交付を申請す

る場合に，代理人の本人確認をしていること及び住民票その他の証明書

類の交付申請において押印を求めていないことから，代理人の交付申請

書への押印を不要にする。 
３ 施行期日 

公布の日 
 

 
市民生活

部 長  

 
11   

議案第 64号 

 
職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部改正について 
（総務部総務課）  

１ 改正の理由 

防疫等作業に従事した職員に対して支給する特殊勤務手当の特例を

定めるため，本条例の一部を改正するもの。 
２ 改正の主な内容 
新型コロナウイルス感染症への対処のための作業に従事した職員に，

特殊勤務手当として，１日につき３，０００円（新型コロナウイルス感

染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し，又はこれらの者

に長時間にわたり接して行う業務に従事した場合にあっては，４，００

０円）を支給する。 
３ 施行期日等 
  公布の日。ただし，この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関

する条例の規定は令和２年４月１日から適用する。  

 
総務部長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
12   

議案第 65号 

 

大竹市税条例等の一部改正について 
（市民生活部市民税務課） 

 

１ 改正の理由 

地方税法等の一部改正に伴い，大竹市税条例等の一部を改正するもの。 

２ 改正の主な内容 

(１) 個人の市民税に関する改正 

ア 令和３年度以後の各年度分の個人の市民税の非課税措置につい

て，新たに前年の合計所得金額が１３５万円以下であるひとり親

（寡夫を含む）を対象とする。 

イ 令和３年度以後の各年度分の個人の市民税の所得控除の種別に

ついて，寡夫控除をひとり親控除に変更する。 

ウ 令和３年度以後の各年度分の個人の市民税について，所得割の納

税義務者がひとり親である場合には，その者の前年の総所得金額等

から３０万円を控除する。 

エ 個人が低未利用土地等の一定の譲渡を行った場合には，その年中

の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から１００万

円を上限に控除する。 

オ 所得割の納税義務者が，新型コロナウイルス感染症及びそのまん

延防止のための措置の影響により中止等となった文化芸術又はス

ポーツに関する一定の行事であって市長が指定するものの中止等

により生じた当該行事の入場料金等の払戻しを請求する権利の放

棄を一定の期間内にした場合には，当該納税義務者がその放棄をし

た日の属する年中にその放棄をした部分の当該権利の価額に相当

する金額の合計額（上限２０万円）の寄附金を支出したものとみな

して，寄附金税額控除を適用する。 

カ 住宅借入金等特別税額控除について，新型コロナウイルス感染症

及びそのまん延防止のための措置の影響により，取得した住宅への

入居が一定の期間遅れた場合に，令和１５年度分までの控除の適用

を令和１６年度分までに延長する。 

〔施行期日〕 令和３年１月１日 

(２) 市たばこ税に関する改正 

ア 令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までの間において，

１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの課税標準に係 
 

 
市民生活

部 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者     

る本数の算定については，当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たば

この０．７本に換算する。 

〔施行期日〕 令和２年１０月１日 

イ 令和３年１０月１日以後において，１本当たりの重量が１グラム

未満の葉巻たばこの課税標準に係る本数の算定については，当該葉

巻たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算する。 

〔施行期日〕 令和３年１０月１日 

(３) 都市計画税条例の改正 

地方税法の改正による条ずれを整理する。 

〔施行期日〕 令和３年１月１日 

(４) その他規定の整理 

〔施行期日〕 令和４年４月１日 
 

 

 

13   

議案第 66号 

 

大竹市国民健康保険条例の一部改正に

ついて 

（健康福祉部保健医療課） 

 

１ 改正の理由 

  地方税法の一部改正に伴い，本条例の一部を改正するもの。 

２ 改正の主な内容 

  国民健康保険料の所得割額の算定において，個人が低未利用土地等を

一定の基準に基づいて譲渡をした場合に，長期譲渡所得の金額から１０

０万円を上限に控除することができるようにする。 

３ 施行期日 

  令和３年１月１日 
 

 
健康福祉

部 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
14   

議案第 67号 

 
大竹会館条例の一部改正について 

（教育委員会生涯学習課）

 

１ 改正の理由 

  大竹会館における指定管理者制度の導入及び使用料の変更を行うた

め，本条例の一部を改正するもの。 
２ 改正の主な内容 

 (１) 指定管理者による管理についての規定 

 〔第１０条〕指定管理者による管理を可能とすること 

〔第１１条〕指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金 

 〔第１２条〕指定管理者が行う業務の範囲 

 〔第１３条〕指定管理者の指定の手続き 

 〔第１４条〕指定管理者との協定の締結 

 〔第１５条〕事業報告書の提出義務 

 〔第１６条〕事業報告の聴取等 

 〔第１７条〕指定管理者の守秘義務 

 〔第１８条〕指定管理者の指定の取消し等 

 〔第１９条〕原状回復義務 

 〔第２０条〕損害賠償義務 

 (２) 使用料の変更 

  新築棟及びアゼリアホールの一部の貸室の使用料を新たに設定する。 

３ 施行期日 

  令和２年１０月１日 
 

 

教 育 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
15   

議案第 68号 

 

大竹市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

（教育委員会生涯学習課） 
 

１ 改正の理由 
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正された

ことに伴い，新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から，本条例の

一部を改正するもの。 
２ 改正の主な内容 
(１) 放課後児童支援員の数を，「利用者の支援に支障がない場合であ

って市長が特別に認めたときは１人以上とする」ことができるように

する。 

(２) 放課後児童支援員認定資格研修の受講機会の拡充を図るため，県

知事が行う研修と同等のものとして，指定都市又は中核都市の長が行

う研修を加える。 

３ 施行期日 
公布の日 

 

 
教 育 長 

  

 

16   

議案第 69号 

 
工事施行協定の変更について 

（建設部都市計画課）  

平成３０年１２月１８日に議会の議決を得た工事施行協定について，市

負担金額を変更するため，市議会の議決を求めるもの。  
１ 工 事 名 大竹駅自由通路及び関連都市施設（以下「自由通路等」と

いう。）の工事並びに自由通路等の整備に支障する鉄道施

設の工事 

２ 工事場所 大竹市新町一丁目，西栄一丁目地内 

山陽本線大竹駅３４１km４１０ｍ 

３ 変更前市負担額 １，８９５，４４２，０００円 

４ 変更後市負担額 １，９７７，９９４，０００円 

５ 相 手 方  

(１) 日本貨物鉄道株式会社 

(２) 西日本旅客鉄道株式会社 

６ 施行期間 平成３０年度から令和５年度まで 
 

 
建設部長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 

17   

議案第 70号 

 

財産の取得について 
〔高規格救急自動車（車輌）〕 

（建設部監理課）  

１ 要旨 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により，次のとおり財産を取得することについて，市議会の

議決を求めるもの。 
２ 財産について 
(１) 財産の表示  高規格救急自動車（車輌） １台 

(２) 納 入 場 所  大竹市消防本部（大竹市立戸一丁目２番１０号） 
(３) 取 得 価 格  ２１，２４５，８７９円 

(４) 相 手 方  広島県大竹市立戸四丁目１番３９号 

          広島トヨタ自動車株式会社 大竹店 
(５) 納 入 期 限  令和３年３月３１日  

 

建設部長 

 

 
18   

議案第 71号 

 

財産の取得について 
〔高規格救急自動車（救急用資機材）〕 

（建設部監理課）  

１ 要旨 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により，次のとおり財産を取得することについて，市議会の

議決を求めるもの。 
２ 財産について 

(１) 財産の表示  高規格救急自動車（救急用資機材） １式 

(２) 納 入 場 所  大竹市消防本部（大竹市立戸一丁目２番１０号） 
(３) 取 得 価 格  ２０，７９０，０００円 

(４) 相 手 方  広島県広島市中区上幟町１１番３号 
日本船舶薬品株式会社 広島営業所 

(５) 納 入 期 限  令和３年３月３１日 
 

 

建設部長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 
19   

議案第 72号 

 
令和元年度大竹市水道事業会計剰余金

の処分及び決算の認定について       

（上下水道局）  
１ 令和元年度大竹市水道事業会計剰余金の処分について，地方公営企業

法第３２条第２項の規定により，市議会の議決を求めるもの。 

○未処分利益剰余金の処分 
・未処分利益余剰金の当年度末残高 １５２，７３６，７５５円 

  ・減債積立金の積立          ２，５００，０００円 
  ・建設改良積立金の積立       ２４，７００，０００円 
２ 令和元年度大竹市水道事業会計決算について，地方公営企業法第 

３０条第４項の規定により，市議会の認定に付するもの。 

○年間有収水量       ３，１９６，２０７㎥ 
○建設改良事業  １４２，６１９，０６４円 

   （主な事業：港町一丁目地内配水管改良工事（１工区） 
２５，４７３，８００円 

          小方一丁目地内配水管改良工事（Ｒ１工区） 
                   ２５，９９９，６００円 
         三ツ石調整池遠方監視装置更新工事 
                   １３，６４０，０００円） 
○収益的収支 
・収 入 総 額          ５２３，５７４，４１３円 
・支 出 総 額          ４７４，１９３，５０２円 
・差引利益額           ４９，３８０，９１１円 
○資本的収支 
・収 入 総 額           ６１，０２０，２７０円 
・支 出 総 額          １９０，１０９，７９５円 
・差引不足額          １２９，０８９，５２５円 
△不足額の補てん財源内訳 
・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

１０，３９１，１２１円 
・過年度分損益勘定留保資金  １１８，６９８，４０４円  

 
上下水道

局 長  



- 10 -  
 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 

20   

議案第 73号 

 
令和元年度大竹市公共下水道事業会計

剰余金の処分及び決算の認定について 
（上下水道局）  

１ 令和元年度大竹市公共下水道事業会計剰余金の処分について，地方公

営企業法第３２条第２項の規定により，市議会の議決を求めるもの。 

○未処分利益剰余金の処分 
・未処分利益余剰金の当年度末残高 ４４２，０９２，１８３円 

  ・減債積立金の積立          ３，６００，０００円 
  ・建設改良積立金の積立       ３５，２００，０００円 
２ 令和元年度大竹市公共下水道事業会計決算について，地方公営企業法

第３０条第４項の規定により，市議会の認定に付するもの。 

○年間総処理水量     ７，３９７，９２７㎥ 
○建設改良事業   ３３１，０８０，６１４円 

   （主な事業：小島汚水中継ポンプ場（合流）電気設備改築更新工事 
                  １２６，２０３，２００円 

小島汚水中継ポンプ場（合流）機械設備改築更新工事 
                  １００，６５８，１００円） 
○収益的収支 
・収 入 総 額          ９４４，０５１，０８７円 
・支 出 総 額          ８７３，８０７，５２６円 
・差引利益額           ７０，２４３，５６１円 
○資本的収支 
・収 入 総 額          ３８４，１１８，２５２円 
・支 出 総 額          ５６７，１９４，４６４円 
・差引不足額          １８３，０７６，２１２円 
△不足額の補てん財源内訳 
・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

９，９３７，２２６円 
   ・過年度分損益勘定留保資金   ９２，４２９，８１６円 

・当年度分損益勘定留保資金   ８０，７０９，１７０円  

 
上下水道

局 長  
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21   

議案第 74号 

 

令和２年度大竹市一般会計補正予算

（第８号） 

（総務部企画財政課） 

 

 
１ 歳入歳出予算の補正 

○補正予算額        ２３５，７８９千円 

（詳細は４ 補正予算の内訳のとおり） 

○予算総額      ２１，４８５，６１５千円 

２ 繰越明許費の補正 

○追加 

款 項 事業名 金額 

8 土木費 6 都市計画費 御園第１公園整備事業 47,000千円 

３ 債務負担行為の補正 

○追加 

事項 期間 限度額 

放課後児童クラブ管理システム

に要する経費 

令和 3年度から 

令和 4年度まで 
2,640千円以内 

 

○変更 

区分 事項 期間 限度額 

補正前 
物品等の賃借に要す

る経費 

令和 3年度から 

令和 6年度まで 
19,081千円以内 

補正後 〃 
令和 3年度から 

令和 7年度まで 
〃 

補正前 
放課後児童クラブ運

営に要する経費 

令和 3年度から 

令和 5年度まで 
168,516千円以内 

補正後 〃 〃 187,962千円以内 
 

 

副 市 長  
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４ 補正予算の内訳 

 
    

○歳出   ○歳入 （単位：千円） 
款 説明 補正額 備考 款 説明 補正額 備考 

2 総務費 

普通財産等の管理・処分事業 3,951       

基金管理事業 173,875       

コミュニティづくり推進事業 △ 2,500       

戸籍住民基本台帳事務 3,077  15 国庫支出金 
社会保障・税番号制度システム整備費国

庫補助金 
3,077  

3 民生費 

民生委員・児童委員活動支援事業 392  16 県支出金 民生委員・児童委員活動費緊急県補助金 392  

障害者等自立支援給付事業 900       

障害者等地域生活支援事業 700  
15 国庫支出金 障害者総合支援事業費国庫補助金 350  

16 県支出金 障害者総合支援事業費県補助金 175  

介護施設整備等補助事業 1,369  15 国庫支出金 地域介護・福祉空間整備等交付金 1,369  

4 衛生費 

予防接種推進事業 440          

休日診療所運営事業 869  16 県支出金 
新型コロナウイルス感染症緊急包括支

援県補助金 
869  

し尿処理場整備事業 2,355          

8 土木費 
道路・橋りょう新設，改良事業 6,500          

御園第 1公園整備事業 19,000  21 諸収入 御園第１公園移転補償費 14,000  

9 消防費 

消防一般事務 △ 70          

消防団活動推進事業 △ 3,321          

消防団資機材整備事業 1,000  21 諸収入 消防団員安全装備品整備等助成金 1,000  

10 教育費 小学校管理運営事業 4,500  15 国庫支出金 学校保健特別対策事業費国庫補助金 2,250  
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小学校教育振興事業 6,017       

中学校管理運営事業 3,000  15 国庫支出金 学校保健特別対策事業費国庫補助金 1,500  

中学校教育振興事業 9,076       

中学生交歓交流事業 △ 844  21 諸収入 中学生交歓交流事業参加者負担金 △ 60  

放課後児童クラブ運営事業 4,636  
15 国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 2,347  

16 県支出金 子ども・子育て支援県交付金 1,144  

学校保健事業 266       

小方学園プール市民開放事業 △ 5,261  19 繰入金 教育環境充実基金繰入金 △ 5,178  

給食センター運営事業 662       

11 
災害復

旧費 

農地災害復旧事業 600       

林道災害復旧事業 700       

道路災害復旧事業 1,200       

河川災害復旧事業 2,700       

  19 繰入金 財政調整基金繰入金 20,506 対応する

歳入のな

い歳出に

充当 

  20 繰越金 前年度繰越金 18,173 

  21 諸収入 ボートレース事業収入 173,875 

合     計 235,789  
 

合     計 235,789 
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22   

議案第 75号 

 

令和２年度大竹市介護保険特別会計補

正予算（第１号） 

（総務部企画財政課） 

 

 

１ 歳入歳出予算の補正 

○補正予算額         １４，５４１千円 

○予算総額       ２，９２１，５４２千円 

【補正予算の内容】 

（歳入） 

・介護給付費準備基金繰入金            １８１千円 

・前年度繰越金               １４，３６０千円 

（歳出） 

・国庫補助金等返還金            １４，５４１千円 
 

 

副 市 長  

 
23   

議案第 76号 

 
令和２年度大竹市公共下水道事業会計

補正予算（第１号） 
（上下水道局）  

１ 業務の予定量の補正 
   単独整備事業 ８９，２９３千円を 

単独整備事業 ９２，３５１千円に改める。 
２ 資本的収入の予定額の補正 
   ○補正予定額   ３，０５８千円 
   ○予算総額  ５７８，３６９千円 
   【内訳】資本的収入 負担金    ３，０５８千円 
３ 資本的支出の予定額の補正 
   ○補正予定額   ３，０５８千円 
   ○予算総額  ７２５，３９３千円 

【内訳】資本的支出 建設改良費  ３，０５８千円  

 
上下水道

局 長  

 


